
出産に伴う手続き一覧

手続きの種類 いつまでに だれが 必要なもの 担当窓口

出生届
生まれてから
14日以内
（出生日含む）

父
または
母

・届書（出生証明書）　　・届出人の印鑑
・母子健康手帳

矢巾町役場１Ｆ
住民課総合窓口係

外国人登録
（新規登録）

生まれてから
60日以内

同居の親族

・出生届受理証明書　　・旅券（発給を受けている場合）

※手続き後、在留資格・在留期間等が変更になった場合は、別途
変更登録申請が必要です。

矢巾町役場１Ｆ
住民課総合窓口係

国民健康保険加入者
生まれてから
14日以内

世帯主
または
家族

・国民健康保険証

※母が国民健康保険加入者の場合、出産育児一時金の
手続きも同時に行います。
《出産育児一時金請求に必要なもの》
・世帯主の印鑑　　・預金通帳

矢巾町役場１Ｆ
住民課国保年金係

乳幼児医療助成
妊産婦・乳幼児健診受診
券発行

出生後
速やかに

父
または
母

・健康保険証　・預金通帳　・届出人の印鑑
・所得および課税証明書（前年度分）
→前年1月1日現在、矢巾町に住所がある場合は不要。

矢巾町役場１Ｆ
住民課国保年金係

ひとり親家庭医療助成
出生後
速やかに

母

・健康保険証　　・戸籍謄本
・預金通帳　　　・届出人の印鑑
・所得および課税証明書（前年度分）
→前年1月1日現在、矢巾町に住所がある場合は不要。

※受給するには、所得制限等の一定の要件があります。
※婚姻、内縁関係にある人は受給できません。

矢巾町役場１Ｆ
住民課国保年金係

子ども手当
出生後
速やかに

父
または
母

・預金通帳（ゆうちょ銀行以外）　　・届出人の印鑑
矢巾町役場１Ｆ
住民課児童係

児童扶養手当
出生後
速やかに

父
または
母

・住民票謄本　・戸籍謄本
・預金通帳（ゆうちょ銀行以外）　　・届出人の印鑑
・所得および課税証明書（前年度分）
→前年1月1日現在、矢巾町に住所がある場合は不要。

※受給には、所得制限、世帯状況等の一定の要件があります。
※内縁関係にある人は受給できません。

矢巾町役場１Ｆ
住民課児童係

※個々のケースによっては、必要なものが異なる場合がありますのでご了承ください。

※制度内容の詳細および該当事例等については、担当窓口にお尋ねください。


